
 

 

 

 

 

 

政務活動費の制度検証等特別委員会の出席要請に対する 

光本議員の欠席理由への抗議について 

 

 

１ 趣旨 

令和４年８月 29 日開催の政務活動費の制度検証等特別委員会（以下、「本委員会」とい  

う）への出席要請に対する光本議員から届いた欠席届の理由に対して、別紙のとおり本委

員会の委員長名で抗議文を送付したことをお知らせします。 

 

２ 送付日 

令和４年８月 31 日（水） 

 

以 上 

令和４年８月 31日 

所 属 議事課 

所属長 豊島 源史 

電 話 06－6489－6112 



                           令和４年８月３１日 

尼崎市議会議員 

光本 圭佑 様 

                       政務活動費の制度検証等特別委員会 

                        委員長  前 迫  直 美       

抗   議   文 

 ８月 29 日開催の政務活動費の制度検証等特別委員会への光本議員からの欠席届の別紙説

明書を拝見しました。 

 その内容を要約すると、事実確認及び認定が済んだことを前提に、辞職勧告決議及び事務

局職員による告発がなされている以上、本委員会での更なる事実確認等を実行する必要は

ない。仮に事実関係が不明瞭な点があり、追加で事実確認が必要な状況にあれば、決議及び

告発自体、性急過ぎる嫌いがあるといっても過言ではない。百条委員会の設置もせず、事実

関係も不明瞭なまま、辞職勧告決議が可決され、告発されたのは、尼崎市議会としての事実

確認の懈怠によるものといえ、誠に遺憾であり、厳重に抗議をするとのことです。 

本市議会が６月定例会で行った辞職勧告決議については、その時点で全容解明には至っ

ていませんでしたが、それまでに判明した事実（納品書の偽造を含め、政務活動費を運用・

管理する上での不適切な取り扱い、30 年に渡る議会改革を進めた中で、今回の一連の事態

によって市民の信頼を大きく損ない議会の品位と名誉を傷つけたこと）をもって行ったも

のであり、また、議会事務局による告発においても、同様にそれまでに判明していた事実を

もって行ったものです。これは、その時点で分かっている事実や議会の信用失墜につながっ

た行為だけをもっても辞職勧告決議に相当する行為であり、また、刑事事件として取り扱わ

れるものと判断し、百条委員会での調査を待たずに、議会として早急な動きが必要というこ

とで進めてきたものです。 

説明書の中には会派代表者会において回答した事実にて必要にして十分との回答があり

ますが、会派代表者会においても、確認したい事項（通帳明細の事実等）に対して十分な回

答が得られず、その後も事実確認を求めましたが、光本議員からの協力は得られませんでし

た。また、各事象の事実を確認し、原因究明・課題の洗い出しを行い、今後同様の事象が繰

り返されぬよう政務活動費の制度検証に取り組んでいる本委員会においても協力を得られ

ないということは、誠に遺憾であります。 

さらに、御自身は議員として自らの説明責任を果たしていない中、本市議会として事実確

認の懈怠といった説明もされていますが、今回の事象が発覚して以降、日本維新の会をはじ

め、様々な議員が今後このような事象が起きないよう取り組んでいるところであり、懈怠と

の表現については、委員長として厳重に抗議させて頂きます。 

以 上  


